
に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。
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　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。
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　さて、実はさらに重要なポイントがあります。実施体制の強化
に関するものです。皆さんあまりご存じではないかもしれません
が、この「農林水産省生物多様性戦略」は法的な根拠を持つも
のではありません。「生物多様性国家戦略」は、法的な根拠を
持ち、且つ閣議決定されることで、国の計画としての位置付け
がはっきりとしたものが作られるのですが、「農林水産省生物多
様性戦略」にはそういったものがありません。だからこそ、どの
ように実効性を高めていくのか、そのための実施体制を確保、
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強化していくことが重要だという意見が出ました。省内で関係す
る局や課と協調するだけではなく、地方農政局や森林管理局、
関連する研究機関や関係省庁、民間企業、地方自治体、NPOと
役割を適切に分担しながら調整を図っていく。そういったことも
しっかりと戦略の中に盛り込むべきという議論が出て、今回の提
言の取りまとめになりました。
　私からの発表はこれで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。
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